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先
秦
時
代
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
の
類
型

一
九

一
、
問
題
の
所
在

　

先
秦
の
文
学
発
生
前
後
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
の
持
つ
「
機
能
」
及

び
「
ウ
タ
」
が
成
さ
れ
る
「
場
」
は
、
楚
辭
文
学
を
考
究
す
る
上
で

重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
は
、

現
時
点
で
は
ひ
と
ま
ず
「
韻
文
を
表
現
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
、
声

を
用
い
た
表
現
法
」
を
広
く
指
す
も
の
と
す
る（
１
）。

　

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
に
「
楚
辭
「
歌
」
と
「
誦
」
に
関
す
る
一
考

察
：
楚
辭
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
の
意
義（
２
）」

や
「「
能
爲
楚
聲
」
に
関

す
る
一
考
察（
３
）」

に
お
い
て
、「
楚
辭
」
の
中
で
の
「
ウ
タ
」
の
意
義

に
つ
い
て
少
し
く
検
討
を
行
っ
た
。
検
討
を
通
し
て
、
次
の
よ
う
な

見
解
を
得
た
。

　
「
楚
辭
に
表
れ
る
「
ウ
タ
」
が
表
現
さ
れ
る
最
も
原
初
的
な
場
は
、

古
代
祭
祀
に
お
け
る
「
儀
式
の
場
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
で

先
秦
時
代
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
の
類
型

─
『
左
傳
』
と
「
楚
辭
」
を
例
と
し
て

─

中　

山　

ひ　

か　

り

の
「
ウ
タ
」
は
、
い
わ
ゆ
る
歌
詞
に
強
い
訴
求
力
を
附
加
す
る
表
現

様
式
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
立
場
を
超
え
て
自
志
を
聞
き
届
け
さ
せ

る
効
果
を
持
つ
と
見
做
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
の
見
解
を
述
べ

た
。
す
な
わ
ち
、「
ウ
タ
」
に
は
特
定
の
「
場
」
に
於
い
て
ウ
タ
わ

れ
る
こ
と
で
附
加
さ
れ
る
「
機
能
」
が
あ
る
と
推
定
し
た
の
で
あ
る
。

　

右
の
検
討
に
お
け
る
「「
ウ
タ
」
の
機
能
及
び
場
」
と
い
う
視
点

に
立
ち
、「
楚
辭
」
の
成
立
時
期
で
あ
る
先
秦
の
関
連
文
献
に
目
を

向
け
る
と
、
特
に
『
春
秋
左
氏
傳
』（
以
下
『
左
傳
』
と
す
る
）
に

お
け
る
「
ウ
タ
」
の
引
用
は
重
要
と
思
わ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く

『
左
傳
』
は
、
極
め
て
原
初
的
な
文
化
を
色
濃
く
残
す
書
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
古
代
中
国
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
の
様
相
を
よ
り
広
範
に

把
握
す
る
た
め
に
は
、『
左
傳
』
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
も
ま
た
検
討

の
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
『
左
傳
』
に
お
い
て
引
用
さ
れ
る
「
ウ
タ
」
と
思
わ
れ
る
表
現
形



二
〇

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
六
輯

式
に
は
、「
賦
」「
詩
」「
謠
」「
誦
」「
歌
」
等
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
ウ

タ
」
が
、如
何
な
る
「
場
」
で
如
何
な
る
「
機
能
」
を
果
た
す
の
か
。

ま
た
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
得
た
「
楚
辭
」
に
お
け
る
見
解

と
合
致
す
る
点
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
な
お
検
討
の
余

地
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
先
秦
時
代
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
の
類
型
を
探

る
た
め
の
一
段
階
と
し
て
、『
左
傳
』
に
み
え
る
「
ウ
タ
」
の
機
能

及
び
場
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
、考
察
に
あ
た
っ
て
は
、「
楚
辭
」

と
の
関
連
と
い
う
視
点
を
設
け
た
い
。

二
、
先
行
研
究
概
観

　
『
左
傳
』
と
「
楚
辭
」
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
の
関
連
性
を
主
題
と

し
て
論
じ
た
研
究
成
果
は
、
管
見
の
限
り
見
受
け
ら
れ
な
い
。
こ
の

状
況
の
要
因
は
、
両
書
の
直
接
的
・
内
容
的
影
響
関
係
が
即
座
に
は

認
め
難
い
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
両
書
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
韻
文
を
文
体
成
立
の
な
か
に

位
置
づ
け
た
成
果
と
し
て
、
中
島
千
秋
氏
『
賦
の
成
立
と
展
開（
４
）』
が

あ
る
。
第
一
章
第
五
節
「
左
傳
の
賦
詩
」
で
は
、『
左
傳
』
を
「
賦
詩
」

の
性
質
ご
と
に
三
期
に
分
け
、
時
期
が
進
む
に
つ
れ
て
聴
覚
文
学
と

し
て
の
「
賦
」
よ
り
も
む
し
ろ
歌
詞
に
あ
た
る
「
修
辞
」
に
重
点
が

置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
と
す
る
。
更
に
、「
賦
詩
」
が
外
交
の
場
で

行
わ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
独
自
の
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
中

で
も
「「
歌
」
が
外
交
社
交
の
場
で
用
い
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
む

し
ろ
理
性
的
な
方
法
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
は
、『
左
傳
』
に
お
け

る
「
ウ
タ
」
を
検
討
す
る
上
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
指
摘
で
あ
る（
５
）。

　

な
お
「
楚
辭
」
に
関
す
る
言
及
は
、
同
書
第
三
章
「
楚
辞
の
説
得

様
式
」
及
び
第
四
章
第
三
節
「
楚
辞
か
ら
賦
へ
」
に
詳
し
い
。
そ
の

中
で
は
、
ま
ず
楚
辭
作
品
に
認
め
ら
れ
る
朗
誦
性
に
つ
い
て
指
摘
す

る
。
そ
の
上
で
、「
楚
辭
」
が
説
得
様
式
を
有
す
る
作
で
あ
る
と
し

て
多
角
的
に
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

　

こ
の
他
、『
左
傳
』
に
お
け
る
『
詩
（
經
）』
の
引
用
に
関
す
る
成

果
と
し
て
、
小
寺
敦
氏
の
業
績
が
あ
る
。
氏
は
「
引
詩
」
に
着
目
し

た
論
稿
を
こ
れ
ま
で
に
三
篇
発
表
し
て
お
ら
れ
る
（「『
左
傳
』
君
子
・

會
話
部
分
の
引
詩
に
つ
い
て
─
内
容
分
類
を
用
い
た
予
備
的
考
察（
６
）

─
」、「『
左
傳
』
の
引
詩
に
関
す
る
一
考
察
─
「
賦
詩
斷
章
」
の
背

景（
７
）─

」、（
研
究
ノ
ー
ト
）「『
詩
』
の
成
立
と
伝
播
に
関
す
る
一
考
察

─
共
同
祭
祀
の
場
と
の
関
係
を
中
心
に（
８
）─

」）

　

こ
の
う
ち
「『
左
傳
』
の
引
詩
に
関
す
る
一
考
察
─
「
賦
詩
斷
章
」

の
背
景
─
」
で
は
、
所
謂
「
賦
詩
斷
章
」「
斷
章
取
義
」
に
着
目
し
、

『
詩
（
經
）』
の
原
義
と
『
左
傳
』
に
引
か
れ
る
『
詩
』
に
お
け
る
解

釈
と
の
差
異
に
つ
い
て
網
羅
的
に
整
理
・
言
及
し
て
お
ら
れ
る
。
加



先
秦
時
代
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
の
類
型

二
一

え
て
最
近
の
成
果
と
し
て
は
、
富
田
美
智
江
氏
に
よ
る
一
連
の
成
果

が
あ
る
。（「『
左
伝
』
賦
詩
と
春
秋
時
代
の
『
詩（
９
）』」、
歌
掛
け
と
し

て
見
る
『
左
伝
』
賦
詩）

（1
（

」

　

ま
た
、
中
国
の
成
果
と
し
て
は
次
の
二
書
を
始
め
と
し
て
多
数
あ

る
。

　

曾
勤
良
『
左
傳
引
詩
賦
詩
之
詩
教
研
究
』（
文
津
出
版
社
、

一
九
九
三
年
）

　

毛
振
華
『《
左
伝
》
賦
詩
研
究
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一

年
）

　

筆
者
は
、以
上
挙
げ
た
成
果
に
て
成
さ
れ
た
指
摘
を
踏
ま
え
つ
つ
、

本
稿
に
お
い
て
は
「
楚
辭
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
考
察
を
行
う
。

　

次
項
で
は
、「『
左
傳
』
に
見
え
る
「
ウ
タ
」
の
機
能
と
場
」
に
つ

い
て
、
そ
の
性
質
ご
と
に
言
及
す
る
。

三
、『
左
傳
』
に
見
え
る
「
ウ
タ
」
の
「
機
能
」
と
「
場
」

　
「
機
能
」
と
「
場
」
と
い
う
視
点
か
ら
『
左
傳
』
に
み
え
る
「
ウ
タ
」

に
関
す
る
記
事
を
見
る
と
、
性
質
上
三
種
に
大
別
で
き
る
と
考
え
ら

れ
る
。
第
一
に
、臣
下
に
よ
っ
て
成
さ
れ
る
公
的
な
場
に
お
け
る「
ウ

タ
で
あ
る
。
第
二
に
、
民
衆
に
よ
っ
て
あ
る
土
地
に
お
い
て
行
わ
れ

る
「
ウ
タ
」
で
あ
る
。
第
三
に
、
個
人
に
よ
る
私
的
な
場
に
お
け
る

「
ウ
タ
」
で
あ
る
。
以
下
、
順
次
言
及
す
る
。

ａ
、
臣
下
に
よ
る
、
公
的
な
場
で
の
「
ウ
タ
」

　
『
左
傳
』
に
引
か
れ
る
「
ウ
タ
」
の
う
ち
圧
倒
的
な
割
合
を
占
め

る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
詩
」
す
な
わ
ち
『
詩
（
經
）』
の
引

用
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
項
で
挙
げ
た
先
行
研
究
に
概
ね

言
及
が
あ
る
。
従
っ
て
、本
稿
で
は
そ
の
概
略
を
述
べ
る
に
留
め
る
。

　
『
詩
（
經
）』
引
用
の
典
型
的
な
例
と
し
て
、「
閔
公
元
年
」
の
記

事
を
挙
げ
て
お
く）

（（
（

。

管
敬
仲
言
一
於
齊
侯
二
曰
、
…
…
詩
云
、
豈
不
レ
懷
レ
歸
、
畏
二
此

簡
書
一
。
簡
書
同
惡
、
相
恤
之
謂
也
。
請
救
レ
邢
以
從
二
簡
書
一
。

齊
人
救
レ
邢
。

【
杜
注
】
詩
小
雅
也
。

（
訓
点
・【　

】
内
注
記
・
傍
線
部
筆
者
附
、
以
下
同
じ）

（1
（

）

　
『
詩
（
經
）』
の
引
用
元
が
「
雅
」
に
集
中
し
、「
国
風
」
か
ら
の

引
用
が
比
較
的
少
な
い
点
は
、
既
に
毛
振
华华
氏
に
よ
る
指
摘
が
あ

る）
（1
（

。
な
お
『
詩
（
經
）』
は
地
の
文
に
お
け
る
所
謂
「
君
子
評
」
に

引
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
の
「
ウ
タ
」
は
、
専
ら
臣
下
が
君
主
に
向
け
進



二
二

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
六
輯

言
乃
至
諫
言
を
行
う
場
合
に
引
か
れ
る
。
つ
ま
り
、斯
様
な
「
ウ
タ
」

は
「
諫
言
」
の
要
素
を
多
分
に
含
む
と
考
え
ら
れ
る）

（1
（

。

　
『
左
傳
』
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
の
全
て
が
同
様
の
「
場
」
に
お
い

て
成
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
次
項
で
は
、
民
衆
に

よ
る
「
ウ
タ
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。

ｂ
、
民
に
よ
る
、
城
外
で
の
「
ウ
タ
」

　

こ
こ
で
の
「
民
」
と
は
、「
輿
人
」「
國
人
」
と
い
っ
た
為
政
者
に

よ
る
統
治
下
に
あ
る
集
団
を
指
す
。『
左
傳
』に
お
け
る
民
の「
ウ
タ
」

に
、
次
の
例
が
あ
る
。

僖
公
傳
二
十
八
年

夏
四
月
戊
辰
、
晉
侯
・
宋
公
・
齊
國
・
歸
父
・
崔
夭
・
秦
小
子

憖
次
二
于
城
濮
一
。
楚
師
背
レ
酅酅
而
舎
、
晉
侯
患
レ
之
。
聽
二
輿
人

之
誦
一
。
曰
、
原
田
毎
毎
、
舎
二
其
舊
一
而
新
是
謀
。
公
疑
焉
。

子
犯
曰
、
戰
也
。
戰
而
捷
、
必
得
諸
侯
。
若
其
不
レ
捷
、
表
二

裏
山
河
一
必
無
レ
害
也
。

【
杜
注
】
恐
レ
衆
畏
レ
險
、
故
聽
二
其
歌
誦
一
。

　
　
　
　

髙
平
曰
、
原
喻喻
二
晉
君
美
盛
一
、
若
二
原
田
之
草
一
。

每
每
然
、
可
以
謀
立
新
功
。
不
レ
足
レ
念
二
舊
惠
一
。

　

右
の
記
事
か
ら
は
、「
民
衆
に
よ
る
歌
誦
を
、
君
主
が
傾
聴
す
る
」

と
い
う
類
型
が
認
め
ら
れ
る）

（1
（

。

　

ま
た
、
民
衆
に
よ
る
歌
誦
が
臣
下
の
進
言
に
取
り
込
ま
れ
る
場
合

も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
第
一
類
と
第
二
類
両
方
の
性
格
を
併
せ
持
つ

「
ウ
タ
」
と
も
見
做
せ
る
。
例
え
ば
、
次
の
記
事
で
あ
る
。

僖
公
傳
五
年

八
月
甲
午
、
晉
侯
圍
上
陽
。
問
二
於
卜
偃
一
曰
、
吾
其
濟
乎
。

對
曰
、
克
レ
之
。
公
曰
、
何
時
。
對
曰
、
童
謠
云
、
丙
之
晨
、

龍
尾
伏
レ
辰
。
均
服
振
振
、
取
二
虢
之
旂
一
。
鶉
之
賁
賁
、
天
䇿䇿

焞
焞
。
火
中
成
レ
軍
、
虢
公
其
奔
。
…
…
冬
十
二
月
丙
子
朔
、

晉
滅
レ
虢
。
虢
公
醜
奔
二
京
師
一
。

　
「
僖
公
五
年
」
の
場
合
は
、攻
め
入
る
時
機
を
見
定
め
る
際
に
「
童

謠
」
を
根
拠
と
す
る
。
内
容
を
鑑
み
る
に
、
こ
こ
で
の
「
童
謠
」
は

こ
れ
ま
で
挙
げ
た
「
詩
」
の
よ
う
な
「
ウ
タ
」
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、

素
よ
り
為
政
者
の
間
で
浸
透
し
、
あ
る
種
成
句
的
に
引
用
さ
れ
る
類

の
「
ウ
タ
」
で
は
な
く
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
に
巷
で
流
行
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
進
言
の
通
り
に
攻
め
入
っ
た
結
果
、「
童
謠
」

が
示
し
た
通
り
目
標
の
地
を
滅
ぼ
せ
た
。「
ウ
タ
」が
言
う
な
れ
ば「
籤

意
」
を
示
す
、
興
味
深
い
記
事
で
あ
る
。
こ
の
「
ウ
タ
」
が
臣
下
の



先
秦
時
代
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
の
類
型

二
三

言
に
流
入
す
る
こ
と
で
、「
君
主
に
申
し
上
げ
る
進
言
及
び
自
身
の

判
断
に
、
説
得
力
を
持
た
せ
る
」
と
い
う
機
能
果
た
す
と
考
え
ら
れ

よ
う
。

　
「
宣
公
二
年
」
に
お
け
る
築
城
夫
に
よ
る
「
ウ
タ
」
が
成
さ
れ
る

場
面
で
は
、
子
罕
が
「
ウ
タ
」
の
内
容
を
受
け
、
後
顧
の
憂
い
を
払

お
う
と
す
る
。
こ
こ
で
の
「
ウ
タ
」
は
、労
働
歌
の
類
と
思
わ
れ
る
。

襄
公
傳
十
七
年

宋
皇
國
父
爲
二
大
宰
一
。
爲
二
平
公
一
築
レ
臺
、
妨
二
於
農
收
一
。

子
罕
請
レ
俟
二
農
功
之
畢
一
。
公
弗
レ
許
。
築
者
謳
曰
、澤
門
之
晳
、

實
興
二
我
役
一
。
邑
中
之
黔
、
實
慰
二
我
心
一
。
子
罕
聞
レ
之
親

執
レ
朴
、
…
…
謳
者
乃
止
。
或
問
二
其
故
一
。
子
罕
曰
、
宋
國
區

區
而
有
レ
詛
有
レ
祝
、
禍
之
本
也
。

　

ま
た
「
宣
公
二
年
」
で
は
、
使
を
通
し
て
で
は
あ
る
が
為
政
者
が

民
衆
の
「
ウ
タ
」
に
対
し
問
答
を
交
わ
す
記
事
が
あ
る
。
使
の
問
い

は
、「
城
者
謳
」
に
対
し
四
字
句
の
連
続
で
成
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、

こ
の
問
い
も
「
ウ
タ
」
の
よ
う
な
表
現
法
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

宣
公
傳
二
年

宋
城
。
華
元
爲
レ
植
巡
レ
功
。
城
者
謳
曰
、
睅
其
目
、
皤
其
腹
。

棄
レ
甲
而
復
。
于
思
于
思
、
棄
レ
甲
復
來
。
使
二
其
驂
乘
謂
一
レ
之

曰
、
牛
則
有
レ
皮
、
犀
兕
尙
多
。
棄
レ
甲
則
那
。
役
人
曰
、
從

其
有
レ
皮
、
丹
漆
若
何
。
華
元
曰
、
去
レ
之
。
夫
其
口
衆
我
寡
。

　

華
元
は
「
去
之
」
と
し
て
、「
城
者
」
の
考
え
を
改
め
さ
せ
る
こ

と
を
諦
め
て
し
ま
う
。
後
に
言
及
す
る
「
楚
辭
」「
漁
父
」
に
み
え

る
「
問
答
の
末
の
物
別
れ
」
に
類
似
し
た
「
ウ
タ
」
の
描
写
と
も
考

え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
例
で
は
、彼
ら
の
「
ウ
タ
」
を
聴
い
た
為
政
者
た
ち
は
、「
ウ

タ
」に
現
れ
る
治
世
の
実
情
を
受
け
止
め
、対
処
を
試
み
る
。『
左
傳
』

に
引
か
れ
る
民
衆
の
「
ウ
タ
」
は
、
国
の
禍
や
変
化
の
時
機
と
い
っ

た
、
為
政
者
に
と
っ
て
看
過
し
難
い
内
容
を
衒
う
こ
と
な
く
表
現
す

る
「
ウ
タ
」
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
他
、『
左
傳
』
に
は
「
籤
歌
」
と
も
い
う
べ
き
ウ
タ
の
挿
入

が
複
数
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
「
ウ
タ
」
で
は
、
国
で
起
き
た
動
乱
や

行
わ
れ
る
治
世
に
対
し
明
確
に
評
価
を
下
す
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

襄
公
傳
四
年

冬
十
月
、
邾
人
・
莒
人
伐
レ
鄫鄫
。
臧
紇
救
レ
鄫鄫
、
侵
レ
邾
、
敗
二

于
狐
駘
一
。
…
…
國
人
誦
レ
之
曰
、臧
之
孤
裘
、敗
二
我
於
狐
駘
一
。

我
君
小
子
、
朱
儒
是
使
。
朱
儒
朱
儒
、
使
三
我
敗
二
於
邾
一
。
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襄
公
傳
三
十
年

鄭
子
皮
授
二
子
産
政
一
。
…
…
從
レ
政
一
年
、
輿
人
誦
レ
之
曰
、

取
二
我
衣
冠
一
而
褚
レ
之
、
取
二
我
田
疇
一
而
伍
レ
之
。
孰
殺
二
子

産
一
、
吾
其
與
レ
之
。
及
二
三
年
一
又
誦
レ
之
曰
、
我
有
二
子
弟
一
、

子
産
誨
レ
之
。
我
有
二
田
疇
一
、
子
産
殖
レ
之
。
子
産
而
死
、
誰

其
嗣
レ
之
。

　

以
上
挙
げ
た
民
衆
に
よ
る
「
ウ
タ
」
は
、
公
的
な
場
で
ウ
タ
わ
れ

る
「
ウ
タ
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
君
主
や

臣
下
は
彼
ら
の
「
ウ
タ
」
に
耳
を
傾
け
、「
ウ
タ
」
の
内
容
に
沿
っ

て
策
を
巡
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
の
様
相
か
ら
、民
衆
に
よ
る
「
ウ
タ
」

は
、「
時
々
の
実
情
が
取
り
繕
わ
れ
ず
表
明
さ
れ
る
」
と
い
う
性
格

の
あ
る
「
ウ
タ
」
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

性
格
は
、『
詩
（
經
）』
に
お
け
る
「
諷
」
ひ
い
て
は
「
賦
」
に
も
通

じ
る
所
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

続
い
て
次
項
で
は
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
「
ウ
タ
」
と
は
異
な
り
個

人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
「
ウ
タ
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。

ｃ
、
個
人
に
よ
る
私
的
な
場
に
お
け
る
「
ウ
タ
」

　

こ
れ
ま
で
言
及
し
た
二
類
の
「
ウ
タ
」
の
他
、
個
人
に
よ
る
私
的

な
場
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
も
少
数
な
が
ら
存
在
す
る
。「
隱
公
元
年
」

に
、
母
子
（
姜
氏
と
莊
公
）
が
「
ウ
タ
」
を
唱
和
し
、
不
仲
を
解
消

す
る
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

隱
公
傳
元
年

公
入
而
賦
。
大
隧
之
中
、
其
樂
也
融
融
。
姜
岀岀
而
賦
。
大
隧
之

外
、
其
樂
也
洩
洩
。
遂
爲
二
母
子
如
一
レ
初
。
君
子
曰
、
潁
考
叔

純
孝
也
。
愛
二
其
母
一
施
及
二
莊
公
一
。
詩
曰
、
孝
子
不
レ
匱
、
永

鍚
二
爾
類
一
。
其
是
之
謂
乎
。

【
杜
注
】
不
レ
匱
、
純
孝
也
。
莊
公
雖
レ
失
二
之
於
初
孝
一
、
心

不
レ
忘
レ
孝
。
叔
感
而
通
レ
之
、所
謂
永
錫
二
爾
類
一
。
詩
人
之
作
、

各
以
二
情
言
一
。
君
子
論
レ
之
、
不
二
以
レ
文
害
レ
意
一
。
故
春
秋

傳
引
詩
、
不
下
皆
與
二
今
説
レ
詩
者
一
同
上
。
他
皆
放
レ
此
。

　

ま
た
、「
昭
公
十
二
年
」
に
、「
郷
人
」
に
よ
る
「
歎
」
及
び
「
歌
」

が
あ
る
。「
歎
」
は
、
中
島
氏
の
い
わ
れ
る
通
り
句
末
の
「
乎
」
字

の
反
復
が
次
掲
「
歌
」
と
相
通
ず
る
所
が
あ
り
、
一
種
の
「
ウ
タ
」

と
見
做
せ
る
。
な
お
、
こ
こ
で
の
「
郷
人
」
は
集
団
で
は
な
く
、
名

を
持
た
な
い
個
人
と
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

昭
公
傳
十
二
年

南
蒯
之
將
レ
叛
也
、
其
郷
人
或
知
レ
之
、
過
レ
之
而
歎
且
言
曰
、
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二
五

恤
恤
乎
、
湫
乎
攸
乎
、
深
思
而
淺
謀
、
邇
身
而
遠
志
。
家
臣
而

君
圖
、
有
人
矣
哉
。
…
…

將
レ
適
レ
費
飲
二
郷
人
酒
一
。
郷
人
或
歌
レ
之
曰
、
我
有
二
圃
生
之

𣏌
一
乎
、
從
レ
我
者
子
乎
。
去
レ
我
者
鄙
乎
、
倍
二
其
鄰
一
者
恥
乎
。

已
乎
已
乎
、
非
二
吾
黨
之
士
一
乎
。

　

こ
の
「
ウ
タ
」
が
成
さ
れ
た
後
、
季
平
氏
は
「
吾
不
爲
怨
府
」
と

し
て
、
元
凶
で
あ
る
叔
仲
小
を
追
放
せ
ん
と
す
る
。「
郷
人
」
は
重

臣
で
も
な
け
れ
ば
、
積
極
的
な
諫
言
を
成
す
べ
き
立
場
に
も
な
い
。

そ
れ
で
い
て
、「
ウ
タ
」
が
成
さ
れ
た
場
合
、
君
主
乃
至
臣
下
は
聞

き
入
れ
て
し
か
る
べ
き
行
動
を
と
る
の
で
あ
る）

（1
（

。

　

以
上
『
左
傳
』
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
を
試
み
に
三
類
に
分
け
て
検

討
し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
お
い
て
、「
ウ
タ
」
は
「
自
志
を
述

べ
る
際
に
訴
求
力
を
持
た
せ
る
」
と
い
う
機
能
を
有
す
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
機
能
の
た
め
に
、

君
主
は
傾
聴
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
様
相
は
「
楚
辭
」
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
次
項
で
は
、「
楚
辭
」
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
の
「
機
能
」

と
「
場
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

四
、「
楚
辭
」
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
の
機
能
及
び
場

　
『
左
傳
』
に
お
い
て
「
楚
辭
」
の
引
用
は
絶
無
で
あ
り
、
本
稿
に

お
い
て
も
直
接
の
関
連
を
示
す
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
「「
ウ
タ
」

の
機
能
及
び
場
」
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
両
者
に
通
底
す
る
観

念
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

筆
者
は
現
在
、「
楚
辭
」
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
の
場
は
二
種
に
大

別
さ
れ
る
と
見
て
い
る
。
以
下
、
順
に
述
べ
る
。

ａ
、
祭
祀
に
お
け
る
、
人
か
ら
神
に
対
す
る
「
ウ
タ
」

　

作
品
自
体
が
「
歌
」
の
形
を
採
る
「
九
歌
」
及
び
「
招
魂
」「
大
招
」

の
「
歌
」
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
前
項
ま
で
に
述
べ
た
『
左
傳
』
に
関

す
る
「
ウ
タ
」
の
中
で
は
、「
臣
下
に
よ
る
、
公
的
な
場
に
お
い
て

成
さ
れ
る「
ウ
タ
」と
の
類
似
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、「
ウ

タ
」
を
成
す
者
と
聴
き
届
け
る
者
と
の
関
連
性
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

王
逸
『
楚
辭
章
句
』
及
び
朱
熹
『
楚
辭
集
注
』
に
は
、
次
の
通
り

あ
る
。其

祠
必
作
二
歌
樂
鼓
舞
一
、
以
樂
二
諸
神
一
。
…
…
上
陳
二
事
レ
神

之
敬
一
、
下
見
二
已
之
冤
結
一
、
託
レ
之
以
風
諫
。
故
其
文
意
不
レ

同
レ
章）

（1
（

。（
王
逸
注
）
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其
祀
必
使
二
巫
覡
作
レ
樂
歌
舞
一
、
以
娛
レ
神
。
…
…
因
二
彼
事
一
レ

神
之
心
、
以
寄
二
吾
忠
君
愛
國
・
眷
戀
不
忘
之
意
一
、
是
以
其

言
雖
レ
若
レ
不
レ
能
レ
無
レ
嫌
二
於
燕
昵
一
、
而
君
子
反
有
レ
取
焉）

（1
（

。

（
朱
熹
注
）

　

擬
作
か
更
訂
か
で
意
見
が
割
れ
る
も
の
の
、
本
旨
に
関
し
て
は
一

致
し
て
い
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
少
な
く
と
も
形
式
と
し
て
は
、
神

に
饗
す
る
た
め
の
楽
歌
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
九
歌
」
が
神
の
た
め
の
う
た
で
あ
り
、
そ
の
場
に
居
合

わ
せ
た
だ
ろ
う
観
客
を
想
定
し
た
う
た
で
は
な
い
点
も
押
さ
え
る
べ

き
で
あ
る
。

　
「
九
歌
」
本
文
に
読
み
込
ま
れ
る
「
ウ
タ
」
の
例
と
し
て
、
次
の

例
が
あ
る
。

揚
枹
兮
拊
鼓
、　
　

枹ば
ち

を
揚
げ
て
鼓
を
拊う

ち
、

疏
緩
節
兮
安
歌
、　

節
を
疏
緩
に
し
て
安
か
に
歌
ひ
、

陳
竿
瑟
兮
浩
倡）

（1
（

。　

竿
瑟
を
陳
ね
て
浩
く
倡う
た

ふ
。（
東
皇
太
一
）

成
禮
兮
會
鼓
、　
　

禮
を
成
し
鼓
を
會う

ち
、

傳
芭
兮
代
舞
、　
　

芭は

を
傳
へ
て
代
る
が
は
る
舞
ひ
、

姱
女
倡
兮
容
與
。　

姱う

た
女
倡
ふ
こ
と
容
與
た
り
。（
禮
魂
）

　

以
上
の
句
は
、儀
式
に
お
け
る
音
楽
の
描
写
で
あ
る
。
楚
辭
に
は
、

全
体
を
通
し
て
後
代
に
「
賦
」
に
発
展
す
る
「
敷
陳
」
の
意
識
が
あ

る
た
め）

11
（

、
こ
こ
で
の
「
歌
」
は
、
次
句
「
倡
」
と
ほ
ぼ
同
義
と
思
わ

れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
「
ウ
タ
」
は
、
巫
に
よ
る
神
を
対
象
と
し
た
「
ウ
タ
」

で
あ
る
。「
九
歌
」
を
実
演
す
る
「
巫
」
と
、そ
の
対
象
で
あ
る
「
神
」

は
、
接
点
は
あ
れ
ど
決
し
て
同
格
に
は
な
り
得
な
い
。
こ
れ
は
、
懐

王
と
屈
原
と
の
関
係
性
に
も
相
似
の
関
係
性
と
言
え
る
。筆
者
が『
左

傳
』
の
「
臣
下
に
よ
る
、
公
的
な
場
に
お
い
て
成
さ
れ
る
「
ウ
タ
」」

と
の
類
似
性
を
認
め
た
の
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

続
い
て
、「
楚
辭
」
に
お
け
る
賢
人
に
よ
る
「
ウ
タ
」
に
つ
い
て

言
及
す
る
。

ｂ
、
引
用
さ
れ
る
「
歌
」　
賢
人
の
歌
と
そ
の
意
図

　
「
離
騒
」で
は
、巫
咸
の
占
い
で
進
退
を
決
せ
ん
と
す
る
く
だ
り
で
、

三
人
の
賢
人
が
優
れ
た
君
主
の
登
用
に
遭
っ
た
故
事
が
登
場
す
る）

1（
（

。

説
操
築
於
傅
巖
兮
、
武
丁
用
而
不
疑
。

説 

築
を
傅
巖
に
操
れ
る
に
、
武
丁 

用
ひ
て
疑
は
ず
。

呂
望
鼓
刀
兮
、
遭
周
文
而
得
擧
。

呂
望
の
刀
を
鼓
せ
る
、
周
文
に
遭
ひ
て
擧
ぐ
る
を
得
。
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二
七

甯
戚
之
謳
歌
兮
、
齊
桓
聞
以
該
輔
。

甯
戚
の
謳
歌
せ
る
、
齊
の
桓
聞
き
て
輔
に
該そ
な

ふ
。（
離
騒
）

　

甯
戚
の
故
事
は
、『
淮
南
子
』
巻
十
二
「
道
應
訓）

11
（

」・『
呂
氏
春
秋
』

巻
十
九
「
離
俗
覽
第
七）

11
（

」
に
見
え
る
。「
九
章
」「
惜
往
日
」
に
「
甯

戚
歌
而
飯
牛
」
と
あ
る
よ
う
に
、
牛
に
飼
料
を
や
り
な
が
ら
歌
っ
て

い
た
の
を
、
た
ま
た
ま
通
り
が
か
っ
た
桓
公
が
聞
い
て
登
用
し
た
と

い
う
故
事
で
あ
る）

11
（

。
甯
戚
の
歌
を
、『
淮
南
子
』
は
「
商
歌
」
と
し

て
い
る
。「
商
歌
」
と
言
え
ば
、
人
に
自
ら
を
認
め
さ
せ
る
た
め
の

歌
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
商
歌
」
の
相
手
は
君
主
で
あ
り
、
自
ら
は

家
畜
を
飼
う
者
す
な
わ
ち
卑
し
い
身
分
の
者
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
身

分
の
差
が
あ
れ
ば
、
対
話
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
た
だ

言
い
た
い
こ
と
を
述
べ
る
だ
け
で
は
、
自
ら
の
声
は
相
手
に
届
か
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
歌
」
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
斯
様
な
「
歌
」
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
対
話
の
叶
わ
な
い
強

大
な
力
を
持
つ
存
在
へ
、
自
志
を
聞
き
届
け
さ
せ
る
た
め
の
「
歌
」

で
あ
る
。

　

ま
た
「
漁
父
」
の
、
屈
原
と
漁
父
の
物
別
れ
を
決
定
付
け
る
場
面

で
は
、「
歌
曰
」
と
し
て
漁
父
の
主
張
が
総
括
さ
れ
る
。

漁
父
莞
爾
而
笑
、
鼓
枻
而
去
。

漁
父 

莞
爾
と
し
て
笑
ひ
、
枻
ふ
な
ば
たを

鼓
し
て
去
る
。

歌
曰
、
滄
浪
之
水
清
兮
、
可
以
濯
吾
纓
。

歌
ひ
て
曰
は
く
、滄
浪
の
水
清
ま
ば
、以
て
吾
が
纓
を
濯
ふ
べ
し
。

滄
浪
之
水
濁
兮
、
可
以
濯
吾
足
。

滄
浪
の
水
濁
ら
ば
、
以
て
吾
が
足
を
濯
ふ
べ
し
。（
漁
父
）

　
「
漁
父
」
は
対
等
な
問
答
が
展
開
さ
れ
る
篇
で
あ
り
、「
楚
辭
」
の

な
か
で
も
特
殊
な
篇
と
言
え
る
。
た
だ
し
「
ウ
タ
」
の
機
能
と
い
う

面
か
ら
見
れ
ば
、
異
な
る
意
見
を
持
つ
者
に
、
自
志
を
通
達
す
る
た

め
の
手
段
と
し
て
「
ウ
タ
」
が
用
い
ら
れ
る
点
は
こ
れ
ま
で
の
「
ウ

タ
」
と
相
通
ず
る
所
が
あ
る
。

　

以
上
、「
楚
辭
」
に
み
え
る
「
ウ
タ
」
に
関
す
る
章
句
に
つ
い
て

検
討
し
た
。

　
「
最
も
訴
え
か
け
た
い
主
張
を
「
ウ
タ
」
に
乗
せ
、
立
場
が
異
な

る
者
に
向
け
て
ウ
タ
う
こ
と
で
、
聞
き
届
け
さ
せ
る
」
と
い
う
機
能

は
、
両
書
に
通
底
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、『
左
傳
』
の
記
述
に
見
え
る
「
楚
」
地
の
言
語
の
特
殊

性
に
つ
い
て
、
少
し
く
触
れ
て
お
き
た
い
。
既
に
富
田
氏
が
指
摘
さ

れ
る
通
り
、『
左
傳
』
に
は
、
楚
の
言
語
が
独
特
の
響
き
め
い
た
も

の
を
有
す
る
と
す
る
記
述
が
見
受
け
ら
れ
る
。
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楚
令
尹
子
元
、
欲
蠱
文
夫
人
。
…
…
縣
門
不
發
、
楚
言
而
出
。

子
元
曰
、
鄭
有
人
焉
、
諸
侯
救
鄭
、
楚
師
夜
遁
、
鄭
人
將
奔
桐

丘
。
縣
門
施
於
内
城
門
。
鄭
示
楚
以
閒
暇
。
故
不
閉
城
門
、
出

兵
而
效
楚
言
。
故
子
元
畏
之
、
不
敢
進
。

　

ま
た
「
成
公
九
年
」
に
、「
南
音
」
を
操
る
者
に
関
す
る
記
事
が

あ
る
。

　

成
公
傳
九
年

晉
侯
觀
于
軍
府
、
見
鍾
儀
。
問
之
曰
、
南
冠
而
縶
者
誰
也
。
有

司
對
曰
、
鄭
人
所
獻
楚
囚
也
。
使
税
之
、
召
而
弔
之
、
再
拜
稽

首
。
問
其
族
。
對
曰
、
泠
人
也
。
公
曰
、
能
樂
乎
。
對
曰
、
先

人
之
職
官
也
。
敢
有
二
事
。
使
與
之
琴
。
操
南
音
。

【
杜
注
】
南
音
、
楚
聲
。

　

杜
預
注
は
、「
南
音
」
を
「
楚
聲
」
と
見
做
す
。
換
言
す
れ
ば
、「
南

音
」
は
「
楚
聲
」
と
同
質
の
南
方
独
特
の
声
音
で
あ
る
と
の
見
方
が

示
さ
れ
る
。「
南
」
を
「
楚
」
と
す
る
の
は
、
琴
の
奏
者
が
「
楚
囚
」

の
鐘
儀
で
あ
る
点
か
ら
し
て
、全
く
の
附
会
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
左
傳
』
に
は
「
九
歌
」
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
。
こ
こ

で
の
「
九
歌
」
と
は
、「
歌
わ
れ
る
べ
き
九
つ
の
徳
」
で
あ
る
。

　

文
公
傳
八
年

晉
郤
缺
言
於
趙
宣
子
曰
、
…
…
夏
書
曰
、
董
之
用
威
、
勸
之
以

九
歌
、
勿
使
壞
。
九
功
之
德
、
皆
可
歌
也
謂
之
九
歌
。
六
府
三

事
、
謂
之
九
功
。
…
…
吾
子
之
德
、
莫
可
歌
也
。
其
誰
來
之
。

盍
使
睦
者
、
歌
吾
子
乎
。
宣
子
說
之
。

　

こ
こ
で
の
「
九
歌
」
は
各
注
に
て
指
摘
さ
れ
る
通
り
「
楚
辭
」
の

「
九
歌
」
篇
で
は
な
い
。「
離
騒
」
と
「
天
問
」
に
も
「
九
歌
」
の
語

は
見
え
る
が
、
後
漢
王
逸
は
い
ま
挙
げ
た
「
文
公
八
年
」
の
記
事
を

典
拠
と
す
る
。

啓
九
辯
與
九
歌
兮
、　
　
　

啓
に
九
辯
と
九
歌
と
あ
り
、

奏
九
歌
而
舞
韶
兮
、　
　
　

九
歌
を
奏
し
て
韶
を
舞
ひ
、（
離

騒
）

啓
棘
賓
商
、
九
辯
九
歌
。　

啓 

棘ゆ
め

に
商て
ん

に
賓
し
、
九
辯
と
九

歌
と
あ
り
。（
天
問
）

左
氏
傳
曰
、
九
功
之
德
、
皆
可
歌
也
。
謂
之
九
歌
。
六
府
三
事
、

謂
之
九
功
。
水
・
火
・
金
・
木
・
土
・
榖
、
謂
之
六
府
。
正
德

利
用
厚
生
、
謂
之
三
事
。（
王
逸
注
）
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二
九

　
『
左
傳
』
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
九
歌
」
は
、「
歌
わ
れ
る
べ
き

九
つ
の
徳
」
と
な
る
。
古
の
聖
王
が
備
え
て
い
た
、
歌
わ
れ
る
べ
き

九
つ
の
徳
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
楚
辭
「
九
歌
」
の
よ
う
な
祭
祀
歌

と
は
言
い
難
い
。
で
は
、
二
つ
の
「
九
歌
」
に
通
底
す
る
要
素
は
何

で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
再
度
、
作
者
と
受
容
者
の
関
係
性
を
考
え
て
み
た
い
。
つ

ま
り
、
九
つ
の
徳
が
、
誰
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
る
か
と
い
う
視
点
で
あ

る
。
仮
に
「
歌
ふ
べ
き
」
の
対
象
を
「
君
」、
歌
う
者
を
「
民
衆
」

と
捉
え
れ
ば
、
神
人
関
係
と
同
型
の
関
係
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
す

な
わ
ち
「
直
接
意
見
す
る
こ
と
の
叶
わ
な
い
相
手
に
対
し
、
自
志
を

申
し
上
げ
る
」
意
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
「
歌
」
は
、「
讃
德
」

す
な
わ
ち
民
衆
に
よ
る
君
主
の
評
価
を
述
べ
た
「
ウ
タ
」
と
言
え
る
。

「
歌
」と
い
う
形
式
を
択
べ
ば
、君
主
に
聞
き
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、「
楚
辭
」
に
み
え
る
「
ウ
タ
」
の
「
機
能
」
と
「
場
」

に
つ
い
て
言
及
し
た
。

　
「
楚
辭
」
に
お
い
て
「
ウ
タ
」
は
、
本
来
は
祭
祀
の
場
で
人
か
ら

神
へ
成
さ
れ
る
「
ウ
タ
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
性
が
臣
下
と
君
主
、

ひ
い
て
は
屈
原
と
懐
王
と
の
関
係
性
に
転
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
自
ら
の
言
に
訴
求
力
を
持
た
せ
、
自
志
を
通
達
す
る
た
め
の

手
段
と
し
て
「
ウ
タ
」
が
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

更
に
言
え
ば
、
以
上
言
及
し
た
「
ウ
タ
」
に
つ
い
て
「
機
能
」
と

「
場
」
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
み
れ
ば
、『
左
傳
』
に
も
同
類
の
枠
組

が
認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。『
左
傳
』
と
「
楚
辭
」
の
直
接
の
因

果
関
係
は
無
い
に
せ
よ
、
同
時
代
の
文
献
に
類
似
す
る
発
想
が
現
れ

て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

甚
だ
雑
駁
な
考
察
で
は
あ
る
が
、以
上
で
今
回
の
検
討
を
終
え
る
。

次
項
で
、
本
稿
の
結
論
と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
述
べ
る
。

五
、
結
論
と
今
後
の
展
望

　

本
稿
で
は
、『
左
傳
』
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
の
「
機
能
」
及
び
「
場
」

に
つ
い
て
、「
楚
辭
」
と
の
関
連
を
手
掛
か
り
と
し
つ
つ
検
討
を
行
っ

た
。

　
『
左
傳
』
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
は
、「
機
能
」
と
「
場
」
に
応
じ
て

三
類
に
分
け
て
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、「
ウ
タ
」
は
「
自
志
を
述

べ
る
際
に
訴
求
力
を
持
た
せ
る
」
と
い
う
機
能
を
有
す
る
の
で
は
な

い
か
と
の
見
解
を
得
た
。

　

ま
た
「
楚
辭
」
の
「
ウ
タ
」
は
祭
祀
の
場
で
人
か
ら
神
へ
成
さ
れ

る
「
ウ
タ
」
を
淵
源
に
持
ち
、
神
人
問
答
の
型
が
君
主
と
臣
下
と
の

関
係
性
に
応
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
『
左
傳
』
及
び
「
楚
辭
」
に
通
底
す
る
「
ウ
タ
」
の
「
機
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能
」
と
は
、
神
人
問
答
の
型
が
臣
下
と
君
主
、「
楚
辭
」
に
限
っ
て

は
屈
原
と
懐
王
と
の
関
係
性
に
転
化
す
る
中
で
、
自
ら
の
言
に
訴
求

力
を
持
た
せ
、
自
志
を
通
達
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
機
能
で
は

な
い
か
と
の
見
解
を
得
た
。
そ
し
て
、「
自
ら
の
言
に
訴
求
力
を
持

た
せ
、
自
志
を
通
達
す
る
」
と
い
う
「
ウ
タ
」
の
「
機
能
」
は
、『
左

傳
』
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
と
相
通
ず
る
所
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

今
回
の
検
討
を
通
し
て
は
、『
詩
（
經
）』
に
お
け
る
「
ウ
タ
」
の

様
相
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
「
引
詩
」
に
つ
い
て
も
筆
者
の
見
解
を

示
す
べ
き
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
紙
幅
の
都
合
上
言
及
に
至
ら
ず
、

ひ
と
ま
ず
本
稿
で
は
有
力
な
先
行
研
究
に
從
う
こ
と
と
し
た
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
る
こ
と
と
し
、
筆
を
擱
く
。

注（
１
）　
「
ウ
タ
」
の
定
義
に
つ
い
て
、「「
特
定
の
様
式
」
と
は
具
体
的
に
何
を
指

す
の
か
」
や
「
何
を
以
て
韻
文
と
す
る
か
」
等
の
疑
問
に
答
え
得
る
厳
密

な
定
義
付
け
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、「
韻
文
」
の
定
義
は
本
稿
を

含
め
た
「
ウ
タ
」
の
検
討
に
対
し
て
急
務
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う

な
定
義
付
け
を
行
う
に
は
未
だ
量
に
乏
し
く
、
先
の
定
義
以
上
の
厳
密
化

を
成
し
得
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
り
、
今
後
の
諸
書
に
み
え
る
「
ウ
タ
」

に
つ
い
て
の
考
察
を
通
し
、
更
な
る
厳
密
化
を
目
指
す
所
存
で
あ
る
。
本

稿
の
時
点
で
は
、
今
後
も
吟
味
を
加
え
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
用
い

る
。

（
２
）　
『
國
學
院
中
國
學
會
報
』
第
六
十
四
輯　

二
〇
一
八
年

（
３
）　

研
究
発
表
、
國
學
院
大
學
中
國
學
會
第
六
十
一
回
大
會
、
平
成
三
十
年

六
月
十
七
日

（
４
）　

関
洋
紙
店
印
刷
所
、
一
九
六
三
年

（
５
）　
「
ま
た
、
何
故
外
交
社
交
の
場
で
歌
や
賦
が
用
い
ら
れ
る
か
と
い
え
ば
、

お
よ
そ
広
く
歌
と
い
う
も
の
は
い
か
に
も
情
熱
の
開
放
で
あ
る
か
に
見
え

る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
却
て
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

普
通
の
話
言
葉
で
は
い
つ
な
ん
ど
き
心
の
怒
り
や
情
熱
が
語
調
に
不
意
に

現
れ
て
、
い
う
べ
き
言
葉
を
し
く
じ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
れ
で
は
自
分
も

相
手
も
困
る
。
折
角
の
話
も
破
れ
る
。
そ
れ
よ
り
か
歌
の
旋
律
な
り
曲
節

に
合
わ
せ
て
、
不
安
定
な
情
熱
を
抑
制
し
な
が
ら
、
そ
の
リ
ズ
ム
に
従
っ

て
述
べ
て
ゆ
く
方
が
よ
い
。
こ
れ
は
理
性
的
な
表
現
方
法
で
あ
る
。」

（
６
）　
『
史
料
批
判
研
究
』
第
三
号
、
一
九
九
九
年

（
７
）　
『
東
洋
文
化
』
第
八
十
一
号
（
東
京
大
学　

特
集
『
左
傳
』
と
『
周
禮
』）、

二
〇
〇
一
年

（
８
）　
『
史
学
雑
誌
』
第
一
一
四
巻
九
号
、
二
〇
〇
五
年

（
９
）　
『
史
學
』
第
七
十
七
巻
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月

（
10
）　
『
ア
ジ
ア
民
族
文
化
研
究
』
第
九
巻
、
二
〇
一
〇
年
三
月

（
11
）　

こ
の
外
に
、
文
公
元
年
の
「
大
雅
」「
桑
柔
」
の
引
用
な
ど
。

（
12
）　

以
下
『
左
傳
』
及
び
杜
預
注
の
出
典
は
全
て
『
春
秋
經
傳
集
解
』（
十
三
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經
注
疏
、
藝
文
印
書
館
、
一
九
七
三
年
）
に
よ
っ
た
。

（
13
）　
「《
左
伝
》
各
国
賦
詩
共
性
考
論
」（『
江
南
大
学
学
報
』
人
文
社
会
科
学
版
、

二
〇
〇
六
年
）

（
14
）　

こ
れ
は
、「
諺
」
に
も
共
通
す
る
意
図
で
あ
る
。
小
倉
芳
彦
氏
「
諺
の
引

用
─
『
左
傳
』
と
『
史
記
』
の
場
合
─
」（『
東
洋
史
研
究
』
第
三
十
七
巻

四
号
、
一
九
七
九
年
）
に
詳
細
な
指
摘
が
あ
る
。
な
お
「
諺
」
を
「
ウ
タ
」

の
範
囲
に
含
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
未
だ
考
察
の
余
地
が
残
る
。「
ウ

タ
」
の
概
念
規
定
を
進
め
る
中
で
改
め
て
言
及
し
た
い
。

（
15
）　

な
お
僖
公
傳
二
十
八
年
に
「
春
、
晉
侯
將
伐
曹
假
道
于
衛
、
衛
人
弗
許
。

…
…
晉
侯
圍
曹
、門
焉
多
死
。
曹
人
尸
諸
城
上
、晉
侯
患
之
。
聽
輿
人
之
謀
、

曰
、
稱
舎
於
墓
」
と
い
う
記
事
も
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
謀
」
は
、『
正
義
』

で
は
「
曰
、
此
謀
字
、
或
作
誦
。
涉
下
文
而
誤
耳
。
其
云
誦
者
、
皆
韻
如

詩
賦
。
此
稱
舍
於
墓
、直
是
計
謀
之
言
。
不
得
爲
誦
。
今
定
本
作
謀
」と
し
、

「
誦
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
見
解
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
曰
」
以

降
の
四
字
句
や
晉
侯
が
「
聽
」
く
と
い
う
全
体
の
構
成
が
右
の
記
事
と
合

致
す
る
。
従
っ
て
、「
誦
」
の
要
素
を
含
む
と
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。

（
16
）　

ま
た
、
こ
こ
で
の
「
ウ
タ
」
は
疑
問
形
の
連
続
で
あ
る
点
も
指
摘
し
て

お
き
た
い
。「
楚
辭
」
に
も
「
天
問
」
篇
に
代
表
さ
れ
る
連
問
形
式
の
作
品

が
あ
る
が
、「
天
問
」
の
場
合
は
強
烈
な
懐
疑
の
念
を
表
出
す
る
。
加
え
て
、

「
卜
居
」篇
に
も
そ
う
し
た
性
格
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
要
素
に
つ
い
て
は
、

今
後
詳
細
な
検
討
を
進
め
た
い
。

（
17
）　

以
下
『
楚
辭
章
句
』・『
楚
辭
補
注
』
は
、
全
て
『
楚
辭
補
注
』（
楚
辭
要

籍
叢
刊　

黃
靈
庚
點
校　

上
海
古
籍
出
版
社　

二
〇
一
五
年
）
よ
り
引
用

し
た
。

（
18
）　

以
下
『
楚
辭
集
注
』
は
、
全
て
『
楚
辭
集
注
』（
楚
辭
要
籍
叢
刊　

黃
靈

庚
點
校　

上
海
古
籍
出
版
社　

二
〇
一
五
年
）
よ
り
引
用
し
た
。

（
19
）　

以
下
本
文
の
底
本
は
全
て
、『
屈
原
集
校
注
』（
金
開
誠 

董
洪
利 

高
路
明 

校
注　

一
九
九
六
年
八
月
発
行　

中
華
書
局
）を
用
い
た
。本
文
書
下
し
は
、

便
宜
上
『
楚
辭
集
注
』（
以
下
『
集
注
』）
の
解
釈
に
基
づ
い
た
。
た
だ
し
、

一
部
私
見
に
よ
り
諸
注
を
参
照
し
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
20
）　

同
様
の
事
物
を
言
い
換
え
、
陳
べ
立
て
る
意
識
。
初
め
て
こ
れ
を
「
う

た
い
方
」
と
結
び
つ
け
、
体
系
的
に
論
じ
た
の
は
中
島
千
秋
氏
で
あ
る
。

氏
は
こ
の
意
識
を
「
敷
陳
」
と
称
し
、
や
が
て
「
説
得
様
式
」
へ
と
発
展

す
る
も
の
と
し
た
（『
賦
の
成
立
と
展
開
』　

開
洋
紙
店
印
刷
所　

一
九
六
三

年
）。

（
21
）　

朱
熹
は
こ
れ
ら
三
者
に
関
す
る
句
を
「
皆
巫
咸
語
、
補
注
以
爲
原
語
、

非
也
（
皆
巫
咸
の
語
に
し
て
、
補
注
以
て
原
の
語
と
爲
す
は
、
非
な
り
）」

と
す
る
。
こ
の
場
合
、「
離
騒
」
本
文
の
「
告
余
以
吉
故
（
余
に
告
ぐ
る
に

吉
故
を
以
て
す
）」の
具
体
例
と
な
る
。
反
対
に
屈
原
の
語
と
す
る
な
ら
ば
、

「
及
年
歲
之
未
晏
兮
、
時
亦
猶
其
未
央
（
年
歲
の
未
だ
晏
か
ら
ず
、
時
も
亦

た
猶
ほ
其
れ
未
だ
央
き
ざ
る
に
及
ば
ん
）」
の
補
強
の
意
と
見
ら
れ
る
。
い



三
二

國
學
院
中
國
學
會
報
　
第
六
十
六
輯

ず
れ
に
し
て
も
、
屈
原
の
媒
酌
人
無
く
し
て
賢
君
に
遭
っ
た
三
人
に
続
き

た
い
（
続
か
せ
た
い
）
思
い
の
表
れ
で
あ
る
。

（
22
）　
『
淮
南
鴻
烈
集
解　

上
』（
劉
文
典
撰　

中
華
書
局　

二
〇
一
六
年
）
に
、

「
𡩋𡩋
越
欲
干
齊
桓
公
、困
窮
無
以
自
達
、於
是
爲
商
旅
、將
任
車
。
以
商
於
齊
、

暮
宿
於
郭
門
之
外
。
桓
公
郊
迎
客
、
夜
開
門
、
辟
任
車
。
爝
火
甚
盛
、
從

者
甚
衆
。
𡩋𡩋
越
飯
牛
車
下
、
望
見
桓
公
而
悲
、
擊
牛
角
而
疾
商
歌
。
桓
公

聞
之
、
撫
其
僕
之
手
曰
、
異
哉
、
歌
者
非
常
人
也
。
命
後
車
載
之
」
と
あ
る
。

（
23
）　
『
呂
氏
春
秋
集
釋
』（
許
維
遹
撰　

中
華
書
局　

二
〇
〇
九
年
）
に
、『
淮

南
子
』
と
ほ
ぼ
同
文
が
あ
る
。
な
お
高
誘
注
に
、「
歌
、
碩
鼠
也
（
歌
は
、

碩
鼠
也
）」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
、
甯
戚
が
歌
っ
た
の
は
『
詩
經
』「
碩
鼠
」

と
な
る
。

（
24
）　

歌
の
内
容
は
、
楚
辭
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
洪
注
は
「
飯

牛
歌
」
を
引
く
。
こ
れ
は
『
三
齊
記
』
な
る
書
物
か
ら
の
引
用
と
さ
れ
る
。

今
日
で
は
、
辛
う
じ
て
『
古
詩
源
』『
太
平
御
覧
』
等
で
見
ら
れ
る
。
し
か

し
各
書
に
は
異
同
も
多
く
、
甯
戚
の
作
と
い
う
よ
り
は
後
人
の
仮
託
と
見

る
ほ
う
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
春
秋
左
氏
傳
、
楚
辭
、
歌
、
謠
、
誦


